
平成１３年（ワ）第１４６号　損害賠償請求事件（以下「甲事件」という。）
平成１３年（ワ）第４１４号　損害賠償請求事件（以下「乙事件」という。）
　　　　　　　　　　主　　　　　文
　１　原告の請求をいずれも棄却する。
　２　訴訟費用は，甲事件及び乙事件とも，原告の負担とする。
　　　　　　　　　　事　　　　　実
第１　請求
　１　被告Ａ商会は，原告に対し，金３７４１万１７９０円を支払え。
　２　被告Ｂは，原告に対し，金１０００万円を支払え。
第２　事案の要旨
　本件は，被告Ａ商会（代表取締役は被告Ｂ）の元従業員であり，かつ，被告Ｂが
全持分を有するＣ社の取締役であった原告が，「被告Ｂは，原告が宝石類を巡回販
売中に遭った商品の盗難事故を利用して，保険金を水増し請求することを計画し，
原告に対してその協力を求め，原告がこれを拒否したところ，原告を被告Ａ商会か
ら退職に追い込み，かつ，Ｃ社の取締役から解任した。さらに，被告Ｂは，被告Ａ
商会の得意先等に対し，別紙１（省略）の文面を持つはがき（以下「本件はがき」
という。）を郵送し，かつ，Ｄ新聞に上記盗難に関する虚偽の記事（別紙２（省
略）の赤線で囲まれた記事，以下「本件記事」という。）を掲載させ，その結果，
原告の社会的評価は低下し，宝飾業界への再就職が妨げられた。」などと主張し
て，被告Ａ商会及び被告Ｂに対し，不法行為による損害賠償請求権に基づき，原告
の被った損害の賠償を求めている事案である。
第３　当事者の主張
　１　請求原因
 (1)　当事者等
　ア　被告Ａ商会は，装身具（アクセサリー）類の製作及び販売を目的とする株式
会社であり，被告Ｂは，平成１１年よりも前から，被告Ａ商会の代表取締役を務め
ている。
　イ　原告は，昭和５７年４月１日，被告Ａ商会に雇用され，取引先及び展示会に
おける商品販売，商品在庫管理及び商品企画などを担当していた。
　ウ　Ｃ社は，小売業者への商品卸売を目的とする有限会社であり，被告Ｂは，平
成１２年４月当時，Ｃ社の全持分を有していた。
　エ　原告は，平成８年３月２９日，Ｃ社の取締役に就任した。
 (2)　本件盗難の発生
　ア　原告は，平成１１年９月２４日，被告Ａ商会の所有する商品を所持し，巡回
販売を行うため，東京都内の取引先を訪問した。
　イ　原告は，同日午後５時３０分ころ，上記巡回販売からの帰社途中，ＪＲ東日
本新宿駅に停車中の特別急行かいじ１１５号（午後５時３０分新宿発甲府行き）の
車内において，被告Ａ商会の所有する商品が入ったかばんを何者かに盗まれた（以
下「本件盗難」という。）。
 (3)　不当解雇
　ア　被告Ｂは，本件盗難の発生を利用して，Ｅ保険に対し，被害金額を２３５８
万８２０５円水増して４９１９万１９５０円の保険金を請求することを計画し，原
告に対し，この水増し請求に協力するよう求め，もし協力を拒むのであれば，原告
に対して上記金額を請求する旨述べた。
　イ　被告Ｂは，原告が上記アの要請を拒んだことから，平成１２年２月２８日，
原告に対し，正当な理由がないにもかかわらず，同年４月末日まで休職するよう通
告した。
　ウ　原告は，その後も，被告ＢがＥ保険に対する保険金の水増し請求の計画を中
止しないことから，やむなく，平成１２年４月２８日付けの退職届（乙１５の１，
以下「本件退職届」という。）をもって，被告Ａ商会を退職する旨の意思表示をし
たが，これは，前記保険金の水増し請求に加担しないためにやむなくなされたもの
であるから，実質的な不当解雇として，原告に対する不法行為を構成する。
 (4)　不当解任
　ア　Ｃ社の全持分を有する被告Ｂは，平成１２年４月２８日付け臨時社員総会に
おいて，原告をＣ社の取締役から解任する旨の決議をした（以下，この解任を「本
件解任」という。）。
　イ　本件解任は，原告に解任事由がないにもかかわらず，原告が上記(3)アの要請
を拒んだことからなされた不当なものであ



り，被告Ｂの原告に対する不法行為を構成する。
 (5)　名誉毀損等
　ア　被告Ｂは，平成１２年６月２４日ころ，被告Ａ商会の得意先及び甲府市内の
宝飾業関係者に対し，別紙１（省略）の文面が印刷された本件はがきを郵送した。
　イ　Ｄ新聞社は，平成１２年１１月２１日の朝刊に，本件盗難をめぐり，被告Ａ
商会が原告及びＥ保険に対して訴えを提起した旨を報ずる本件記事（別紙２（省
略）の赤線で囲まれた記事）を掲載した。
　ウ　本件はがきに印刷された別紙１（省略）の文面は，読み手に「原告が被告Ａ
商会を退職したのは，原告に問題があったためではないか。」と勘ぐらせる不当な
ものである。
　また，本件記事は，被害点数及び被害金額が事実と異なるところ，この記事は，
被告Ｂが，原告が保険金の水増し請求に協力しないことへの報復として，Ｄ新聞社
の記者であるＦ記者を通じて掲載させたものである。
　したがって，被告Ｂが，本件はがきを郵送したこと及び本件記事を掲載させたこ
とは，原告に対する不法行為を構成する。
　そして，原告の名誉，社会的評価は，本件はがき及び本件記事によって毀損さ
れ，その結果，原告は，長年の経験を有する宝飾業界への再就職を断念せざるを得
なくなった。
 (6)　被告Ｂの責任
　ア　以上のとおり，被告Ｂの上記(3)（不当解雇），(4)（不当解任）及び(5)（名
誉毀損等）の各行為は，原告に対する不法行為を構成する。
　イ　原告が上記各不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するには，１０００
万円をもってするのが相当である。
 (7)　被告Ａ商会の責任
　ア　被告Ｂが行った上記(3)（不当解雇）及び(5)（名誉毀損等）の各行為は，被
告Ｂが被告Ａ商会の代表取締役としてなしたものであるから，被告Ａ商会は，原告
に対し，前記各不法行為によって原告が被った損害について賠償する義務を負う。
　イ　原告が上記各不法行為によって被った損害は，次のとおりである。
 (ｱ)　平成１１年１２月分賞与
　　　４６万円
 (ｲ)　平成１２年１月分の給与未払分
　　　５万円
 (ｳ)　平成１２年２月から４月分の給与未払分
　　　１２０万９０００円
 (ｴ)　平成１２年５月から９月２０日までの間の得べかりし給与等相当額
　　　２３４万０６６０円
 (ｵ)　平成１２年９月２１日から平成１３年４月２８日までの間の得べかりし給与
等相当額（ただし，失業手当受給分は控除する。）
　　　１７５万２１３０円
 (ｶ)　逸失利益
　　　原告が，平成１３年４月２９日以降，再就職することができたとしても，そ
の収入は１か月当たり３０万円程度にとどまるところ，被告Ａ商会で稼働していた
ならば，少なくとも月４０万円の収入を得ることができたから，その差額である１
０万円は原告の得べかりし利益に当たる。そして，原告は１８年間稼働することが
可能であったから，逸失利益は総額２１６０万円を下らない。
 (ｷ)　慰謝料
　　　被告Ａ商会の上記各不法行為により，原告の被った精神的苦痛を慰謝するに
は，１０００万円をもってするのが相当である。
 (8)　まとめ
　　　よって，原告は，被告Ｂに対しては，不法行為による損害賠償請求権（民法
７０９条，７１０条）に基づき，慰謝料１０００万円の支払を求め，被告Ａ商会に
対しては，不法行為による損害賠償請求権（民法４４条１項，７０９条，７１０
条）に基づき，原告の被った損害の合計である３７４１万１７９０円の支払を求め
る。
　２　請求原因に対する認否（被告ら）
 (1)　請求原因(1)，(2)の事実は認める。
 (2)ア(ｱ)　請求原因(3)ア，イの事実は否認する。
 (ｲ)　被告Ｂが，本件盗難の発生後，原告に対し，本件盗難発生までの事実経過の



報告，被害金額の算定，Ｅ保険に対する保険金請求等に協力するよう指示したこと
は認める。しかしながら，前記各指示は，正当な保険金請求を行うことが前提であ
って，被告ＢがＥ保険に対して被害金額を水増しして保険金を請求した事実や，被
告Ｂが原告に対して水増し請求に協力するよう要請し，もし協力しないのであれば
同額を原告に請求する旨述べた事実はない。
　イ　請求原因(3)ウの事実のうち，被告Ａ商会が，平成１２年５月１日，原告か
ら，平成１２年４月２８日をもって退職する旨の通知（本件退職届）を受領したこ
とは認める。その余の事実は否認する。
　ウ　被告Ｂが，原告を退職に追い込んだ事実はない。被告Ａ商会は，平成１２年
２月１８日，Ｅ保険から，本件事故に不明確な点が多いので保険金を支払うことは
できない旨の通知を受け，その旨を原告に伝えたところ，原告は，翌日から無断欠
勤するようになった。
 (3)ア　請求原因(4)アの事実は認める。
　イ　請求原因(4)イの事実は否認する。原告は，平成１２年２月１８日以降，無断
欠勤を続け，連絡が取れない状況になっていた。そこで，Ｃ社の業務に支障が生
じ，かつ，平成１２年４月３０日の決算日が迫ってきたので，被告Ｂは，やむなく
原告をＣ社の取締役から解任した。
 (4)ア　請求原因(5)ア，イの事実は認める。
　イ　請求原因(5)ウの事実は否認する。
　ウ　本件はがきには，原告が被告Ａ商会を退職した原因は原告に問題があったた
めであるとの記載は全くない。また，被告Ｂは，Ｄ新聞社のＦ記者と面識はなく，
本件記事の掲載を依頼した事実はない。原告が宝飾業界への再就職を断念したこと
と，被告Ａ商会及び被告Ｂは無関係である。
 (5)　請求原因(6)，(7)の事実は否認する。
　　　　　　　　　　理　　　　　由
　１　請求原因(1)，(2)について
　　　請求原因(1)（当事者等），(2)（本件盗難の発生）の事実は，当事者間に争
いがない。
　２　請求原因(3)について
　ア　請求原因(3)（不当解雇）ウの事実のうち，被告Ａ商会が，平成１２年５月１
日ころ，原告から，平成１２年４月２８日をもって退職する旨の通知（本件退職
届）を受領した事実は，当事者間に争いがない。
　イ　原告は，請求原因(3)ア，イのとおり，「被告Ｂは，本件盗難を利用して，被
害金額を水増しして保険金を請求することを計画し，原告に対し，その協力を求
め，原告がこれを拒んだことから，休職を勧告するなどの圧力を掛け，原告は，前
記水増し請求に協力することを拒むため，やむなく被告Ａ商会を退職した。」旨主
張し，その陳述書である甲９号証及び甲１０号証並びに原告から被告Ｂあての内容
証明郵便である乙１５号証の２には，前記主張事実に沿う旨の記載がある。
　ウ　しかしながら，前掲各証拠は，いずれもたやすく信用することができない。
その理由は，次のとおりである。
　①　証拠（乙２７（録音テープの反訳））及び弁論の全趣旨によると，原告，原
告の父であるＧ及び被告Ｂが，平成１２年４月２７日ころ，面談の機会を持ち，こ
の面談の中で，Ｅ保険への保険金請求の話題になり，被告Ｂが，原告に対し，保険
金支払は拒絶されたが一緒に頑張って保険金の支払を求めていこうという趣旨の話
をした事実が認められるが（乙２７の８頁等），原告が，その際，Ｅ保険への保険
金請求が水増し請求であるから原告は協力できない旨述べて，被告Ｂに抗議した形
跡が全くうかがわれない。
　②　また，証拠（乙２７）によると，上記面談において，Ｇが，被告Ｂに対し，
原告の給与が支払われていないことについて抗議した事実が認められるが，保険金
の水増し請求について抗議した形跡が全くない。
　③　証拠（乙６，２７）によると，原告の欠勤は，Ｅ保険に対する保険金請求の
前ではなく，被告Ａ商会が原告が水増しであると主張する金額を被害金額として，
Ｅ保険に対して保険金請求を行った後，Ｅ保険から保険金の支払を拒絶されたこと
を原告が知った平成１２年２月２２日ころから始まったと認められる（なお，被告
Ｂが，平成１２年２月２８日，原告に対し，休職するよう通告した事実（請求原
因(3)イの事実）を認めるに足りる証拠はない。）。
　④　原告が平成１２年４月２８日に被告Ａ商会に郵送して提出した本件退職届や
平成１２年２月２２日にファックス送信した休職する旨を記載した連絡文書（乙



６）には，保険金の水増し請求に関する言及が全くない。
　エ　他に，原告が，本件盗難に関する保険金の水増し請求に協力することを拒む
ため，やむなく被告Ａ商会を退職した事実を認めるに足りる証拠はない。
　３　請求原因(4)について
　ア　請求原因(4)（不当解任）アの事実，すなわち本件解任の事実は，当事者間に
争いがない。
　イ　しかしながら，本件解任が原告が保険金の水増し請求に協力しないためにな
されたと認めるに足りる証拠はない。かえって，上記当事者間に争いのない事実及
び証拠（乙６，２７）によると，原告は，平成１２年２月２２日ころから，被告Ａ
商会に出勤せず，連絡が取れない状態にあり，Ｃ社の取締役としての職責も果たせ
ない状態にあったことを認めることができる。そうすると，本件解任が原告に対す
る不法行為を構成する根拠は見いだし難い。
　４　請求原因(5)について
　ア　請求原因(5)（名誉毀損等）ア，イの事実，すなわち，本件はがきが被告Ａ商
会の得意先に対して郵送されたこと及び本件記事がＤ新聞に掲載されたことは，当
事者間に争いがない。
　イ　しかしながら，本件はがきの文面は，原告が被告Ａ商会を退職した旨を通知
しているのみであり，それ以上に，原告の名誉を不当に毀損したり，社会的評価を
下げる内容であるとは認められない。したがって，被告Ａ商会が取引先等に対して
本件はがきを郵送したことが，原告に対する不法行為を構成するとは到底いえな
い。
　ウ　本件記事は，被告Ａ商会を原告とし，原告及びＥ保険を被告とする別件訴訟
が提起された事実を報道しているものであると認められるが，固有名詞はすべて伏
せられており，その文面上，そこにいわれている盗難被害に遭った「元従業員」が
原告であると特定する手掛かりは存在しない。その内容も，訴状に記載された事実
を客観的に報道しているにすぎず，原告の名誉を違法に毀損する内容とは認められ
ない。また，被告Ｂが，Ｄ新聞社のＦ記者に働きかけて，本件記事を掲載させたと
認めるに足りる証拠もない。
　エ　なお，原告が本件盗難に遭ったという事実自体が知られることによって，原
告に対する社会的評価が低下し，高価品を取り扱う宝飾業者の従業員にふさわしく
ない人材と判断され，宝飾業界への再就職が困難になったとしても，それはひとえ
に原告自身の責任であって，被告Ｂ及び被告Ａ商会が責任を負わないことはいうま
でもない。
　５　以上によると，その余の点につき判断するまでもなく，原告の請求はいずれ
も理由がないから棄却すべきである。よって，主文のとおり判決する。
　　　甲府地方裁判所民事部
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